
 

経          済 

◎ 商 工 業 
１ 概  要 

呉市の工業は，戦艦「大和」に代表される戦前の海軍工廠
しょう

時代から培われた技術と旧軍港市転換

法の制定による旧軍用財産の活用により，造船，鉄鋼，機械金属等の企業が進出することで，新た

な臨海工業地帯が形成され，地域経済をリードしてきた。 

しかし，オイルショックや円高等の社会経済動向の変化により，重厚長大型産業を基幹とする呉

市の工業は深刻な打撃を受け，既存産業の高度化，高付加価値化の促進とともに，産業構造の多様

化に資する企業誘致が強く求められた。 

このため，呉新世紀の丘開発構想に基づいて，市内陸部に桑畑工業団地，長谷工業団地，郷原工

業団地を平成６年度までに相次いで完成させ，先端技術産業等の積極的な企業誘致を図り，これら

の工業団地は平成１２年度末までに完売状況となった。 

しかし，バブル崩壊後の長引く景気低迷や企業の合理化等の影響により，全国的に製造業の事業

所数，従業員数の減少傾向が続き，同様に市内企業の経営環境も厳しい状況となっていた。 

こうしたことから，呉市では，産学官連携を軸とした地域企業の新技術，新商品開発や新たな事

業展開を積極的に支援するため，平成12年10月に呉地域産業振興センターを開設するとともに，既

存企業の新事業展開や新規創業等を支援するため，平成13年４月に呉サポート・コアを，平成14年

４月には呉チャレンジ・コア（令和２年３月末で廃止）を開設し，平成17年４月には賃貸工場呉ジ

ャンプ・コアを開設した。 

また，呉地域産業振興センターは，平成17年４月から財団法人くれ産業振興センター（平成25年

４月から公益財団法人へ移行）として，これまで地域経済を支えてきた既存産業の生産性向上，製

品の高付加価値化推進，経営革新・販路開拓などによる経営基盤の強化促進，産業の高度化・ソフ

ト化など，数々の中小企業支援施策を展開している。 

なお，財団の勤労者福祉サービス部門は，平成24年３月に一般財団法人くれ勤労者福祉サービス

センターとして独立し，市内中小企業の従業員を対象に総合的な福利厚生事業を実施している。 

これらの産業支援施策と併せて，より一層の地域の活性化と雇用創出を図るため，新たな企業立

地用地として阿賀マリノポリス地区埋立地や苗代工業団地，天応第２期埋立地の整備を進めてきた

ところである。平成22年４月には，呉市と市内主要企業，高等教育機関，金融機関等で構成する呉

市企業誘致推進協議会を設立し，全市を挙げた一体的な企業誘致推進体制を構築した。また，平成

17年３月に制定した呉市企業立地条例により，進出企業に対する支援制度を全国トップクラスの助

成内容として整備した。更に平成27年４月には阿賀マリノポリス地区埋立地への大型案件の誘致を

目指した助成内容の拡充，平成28年４月と平成29年４月にはソフトウェア業等や本社機能等の積極

的誘致，令和２年４月には，新たな企業進出の誘発等を目的としたサテライトオフィスに関する助

成制度を新設し，市内企業留置や市産業団地の分譲，市内企業の設備投資の促進等を図るための助

成制度の新設や拡充，助成要件の緩和を段階的に行うなど，全国的なセールス展開と合わせて支援

策の拡充・強化などを進めている。 

こうした中，平成18年11月に埋立竣工認可を得た阿賀マリノポリス地区埋立地については，港湾

関連用地を平成21年１月，工業用地を平成29年３月から分譲の公募を開始し，現在17社が立地して

おり，令和６年２月には，新たに工業用地を１社に分譲した。 

また，平成19年３月に完成した苗代工業団地（第１期）と，平成23年３月に完成した苗代工業団

地（第２期）は平成29年度に完売し，現在８社が立地している。 

天応第２期埋立地については，平成23年２月，１社一括での分譲契約を締結し，平成24年12月か

ら操業している。 

さらに令和４年度には，呉市総合スポーツセンターを産業団地に転換し，令和５年３月に１社と

立地に向けた協定を締結し，令和５年１１月には，同社と売買契約を締結した。 
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また，呉市の商業は，戦前の海軍工廠時代に工廠の工員を中心に人口が急激に増加したこともあ

り，特に中通と本通の中央地区の商店街は昼夜を問わず活況を呈し，モダンな洋装店，喫茶店，映

画館などが立ち並ぶ，西日本でも有数の繁華街であった。 

しかし，戦後のオイルショックやバブル崩壊などの急激な社会経済環境の変化により，全国的に

地域経済が停滞し，人口の減少が続いた。 

呉市においても，中心市街地では，モータリゼーションの進展や周辺部における大型量販店の進

出等の影響を大きく受け，買い物客の市外流出，撤退や廃業等による空き店舗の急増に歯止めがか

からない状況となっている。 

この間，平成16年，17年には，ＪＲ呉駅南側宝町地区において，大型ショッピングセンター及び

大型複合施設が相次いで開店し，更に，大和ミュージアム（平成17年），てつのくじら館（平成19

年）といった観光施設も相次いでオープンしたことにより，市外に流出していた買い物客の引き止

め効果や入込観光客の増加による市内商業の活性化が図られた。 

このように，中央地区商店街だけでなく宝町地区にも新たな人の流れが生まれてきたが，平成26

年商業統計調査では，小売業の店舗数1,791店舗，従業者数10,505人，年間商品販売額1,875億円と

なっており，平成19年同調査と比較して，店舗数（▲34.3％），従業者数（▲26.8％），年間商品

販売額（▲15.3％）と軒並み減少した。 

これは，平成20年に発生したリーマンショックの影響によるものや，長引くデフレ不況下におけ

る低価格競争の激化，買い物客の市外流出などの要因によるものと考えられる。全国の地方都市で

百貨店の撤退が相次ぐ中，呉市においても，平成25年１月にそごう呉店が22年間の営業にピリオド

を打った。 

一方で，中通商店街振興組合は，平成21年に地域商店街活性化法の認定を受け，同年にアーケー

ドを改修，平成22年にヤマトギャラリー零及び平成23年にペアーレれんがどおりを開設，呉市にお

いても平成27，28年度にれんがどおりの路面整備を行うなどのハード面の整備を実施した。また，

ソフト面においても，平成27，28年度に行った呉中央地区商店街活性化事業を契機として，若手商

店主らを中心に民間まちづくり会社が設立されるなど，新たなまちづくりの担い手が育ちつつある。 

さらに，令和元年度より，官民連携のまちづくりの手法として，空き店舗・空きビル等の遊休不

動産や公共空間（公園・道路・河川等）をリノベーションという新しい方法で再生・活用し，生ま

れ変わった遊休不動産や公共空間を核に，まちを連鎖的に変えていくことで，遊休不動産の増加，

商業機能の衰退，雇用やにぎわいの喪失などに伴うエリア価値の低下といった地域課題を解決する

リノベーションまちづくり事業に取り組んできた。 

また，令和２年２月には，2023年（令和５年）９月末を目途に，日本製鉄（株）瀬戸内製鉄所呉

地区の全設備を休止する旨の発表があり，国，広島県，呉市において，「合同対策本部」を立ち上

げ，呉市の経済，雇用及び市民生活への影響を最小限にとどめるよう，日本製鉄（株）に要請する

とともに，関係機関が一丸となって取り組んでいる。 

こうした中，令和５年９月末に日本製鉄（株）瀬戸内製鉄所呉地区の全設備が休止するとともに，

令和６年３月には，防衛省から，その跡地を「多機能な複合防衛拠点」として整備したい旨の申入

れがあり，現在，関係者で協議を行っている。 

また，新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大による外出自粛等の影響を受け，呉市内で

も消費意欲が大きく減退した。そこで，団体・グループが取り組む商品券発行事業等に対する助成

や，キャッシュレス決済をした消費者へのポイント還元，テイクアウトやデリバリー等のサービス

を行う飲食店，小売店を応援するＷＥＢサイトの立ち上げを行うなど，様々な消費喚起策を実施し

ている。 

加えて，近年の原油価格・物価高騰の影響を受ける市内中小企業を支援する様々な取組や，脱炭

素に取り組む企業を支援するための取組も実施している。 
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２ 中 小 企 業 融 資 制 度 利 用 状 況 （令和６年３月末） 

区      分 
貸 付 利 率 

預 託 額 
前 年 度 

（件数） 貸出額 貸 付 残 高 備                          考 
（ 年 利 ％ ） 繰 越 額 

小規模事資金 1．２ 103,000  59,898  (4) 28,000  68,497   
運 転 

設 備 

経 

営 

安 

定 

資 

金 

短       期 1．6 160,000  92,314  (11) 56,400  20,992   運 転 

長       期 1．７ 2,169,000  2,704,692  (95) 556,950  2,316,446   〃 

連鎖倒産防止 1．０ 0  0  (0) 0  0   〃 

災 害 復 旧 1．０ 0  0  (0) 0  0 平成 23．4．1～ 
運 転 

設 備 

景気対策特別 1．０ 275,000  110,593  (0) 0  67,127 平成 24．4．1～令和６．3．31 運 転 

設 備 近 代 化 資金 1．７ 108,000  56,240  (0) 0  44,553   設 備 

公 害 防 止 資 金 1．２ 0  0  (0) 0  0   
公害防止の 

運転・設備 

公 害 防 止 資 金 
1．15 0  0  (0) 0  0 平成 17．10．17～ 〃 

（アスベスト対策） 

も の づ く り 技 術 1．15 0  0  (0) 0  0 平成 23．4．1～ 
運 転 

設 備 

職場環境改善資金 1．２ 10,000  2,799  (0) 0  795 平成 3．4．1～令和６．3．31 

運 転 
（ワークライフバランス

のみ） 
設 備 

商店街等振興資金 1．２ 0  0  (0) 0  0 平成 9．4．1～令和６．3．31 
運 転 

設 備 

創 業 支 援 資 金 
1．０ 

125,000  72,781  (1) 2,000  61,265 平成 11．7．1～ 〃 （呉市ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ

施設入居者 ０．９） 

借 換 支 援 資 金 1．０ 250,000  110,981  (0) 0  80,361 平成 25．4．1～ 
返済 

運転 

計   3,200,000  3,210,298  (111) 643,350  2,660,036   
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３ 商業振興対策 

(1) 呉市商店街振興条例 

目  的  商店街等の団体が商店街の活性化，魅力ある商店街づくりのために実施する商店街

振興事業を支援することにより，商店街のにぎわいの創出を促進し，もって本市の

商業の発展と活性化に寄与することを目的とする。 

対  象   商店街等の団体による振興事業 

（ 1. 共同施設整備事業 2. 調査・研究，情報化事業 3. にぎわい集客事業 4. 

街路照明事業 ） 

助成措置  共同施設整備事業，調査・研究，情報化事業は事業費の 30％以内（うち共同施設整

備事業の撤去事業，調査・研究，情報化事業の市の基礎資料に値する調査・研究の

結果を市に提供する事業は事業費の 50％以内），にぎわい集客事業，街路照明事業は

事業費の 50％以内の額を奨励金として交付する。 

 

４ 創業支援施策 

 (1) 起業家支援プロジェクト 

目  的  広島中央地域連携中枢都市圏内で起業しようとする事業者からビジネスプランを公

募し，選考されたビジネスプランについて，事業化に必要な資金を，呉市がクラウ

ドファンディング型ふるさと納税で集めて，奨励金として交付することで，地域産

業の活性化及び雇用創出を図ることを目的とする。 

対  象  広島中央地域連携中枢都市圏内で起業しようとする事業者（新たな事業展開を含

む） 

奨 励 金  選考された事業者が，ビジネスプランの事業化に必要な資金について目標金額を提

示し，呉市がその金額を目標にクラウドファンディング型ふるさと納税により寄附

を募集し，集まった金額を交付する。 

 

５ 官民連携まちづくり 

 (1) リノベーションまちづくり事業 

目  的  空き店舗・空きビル等の遊休不動産や公共空間（公園・道路・河川等）をリノベー

ションという新しい方法で再生・活用し，生まれ変わった遊休不動産や公共空間を

核に，まちを連鎖的に変えていくことで，遊休不動産の増加，商業機能の衰退，雇

用やにぎわいの喪失などに伴うエリア価値の低下といった地域課題の解決を図るこ

とを目的とする。 

対  象  中央地区商店街エリア（中通商店街及び本通商店街エリア） 

人材育成  リノベーションまちづくりの担い手を育成するための実践的な講習会として，リノ

ベーションスクール＠呉を令和２年２月に初開催。令和６年１月に第５回リノベー

ションスクール＠呉を開催。令和６年度下半期に第６回リノベーションスクール＠

呉を開催予定。また，企業のまちづくり参画促進のため，令和７年度からの企業版

リノベーションスクール開催に向けて検討している。 

構想策定  令和４年度～５年度の２か年をかけて，公共空間・商店街等の官民のインフラを再

編集しながら，住む人，働く人にとって，居心地のよいまちづくりを目指し，官民

が同じ方向を見ながら，エリア内のまちづくりを進めるための共通のビジョン「呉

リノベーションまちづくり構想」を策定した。   
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６ 工業振興対策 

(1) 企業立地対策 

   呉市では，平成22年４月に，市内主要企業，高等教育機関，金融機関等で構成する「呉市企業

誘致推進協議会」を設立し，全市を挙げて企業誘致活動を推進する体制を整えた。 

   また，企業立地の促進を図るため，全国的なセールス展開とともに立地企業に対する助成制度

の大幅な拡充を行った。 

 

  呉市企業立地条例 

○ 工場等新増設事業（新規雇用型） 

対象業種 
製造業，情報通信業，運輸業及び郵便業，土木建築サービス業，デザイン業機械

設計業，機械等修理業，コールセンター業等 

対象要件 

延べ床面積1,000㎡以上の工場，事務所，流通施設等を市内に新増設し，かつ新規

雇用従業者（呉市在住者）を中小企業は５人以上，大企業は10人以上雇用するこ

と。 

 

 

 

 

助成内容 

工場等新設・増設助成金 

 固定資産税相当額を５年間，100％ 

新規雇用従業者助成金 

 １人当たり50万円（パートは20万円） 

土地取得費助成金（公的団地のみ。） 

 市有地を購入の場合    土地購入費の30％ 

 国，県有地を購入の場合  土地購入費の 5％ 

設備取得費助成金 

立地種別 助成割合 限度額 

阿賀マリノポリス地区埋立地に立地した場合 

２０億円以下 建物，設備費の10％ －  

２０億円超～４０億円以下 

定額 

２億円 

４０億円超～７０億円以下 ３億円 

７０億円超～１００億円以下 ４億円 

１００億円超～ ５億円 
 

その他公的団地に立地した場合 建物，設備費の10％ １億円 

その他の土地に立地した場合 建物，設備費の５％ ５千万円 
※ 投下固定資産（土地を除く。）の固定資産税に係る評価額から助成額を算出 
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○ 工場等新増設事業（雇用維持型） 

対象業種 
製造業，情報通信業，運輸業及び郵便業，土木建築サービス業，デザイン業，機

械設計業，機械等修理業，コールセンター業等 

対象要件 

市内中小企業は，市内の公的団地内の土地又は工業地域若しくは工業専用地域内

の土地，市内大企業は，市内公的団地内の土地において，延べ床面積1,000㎡以上

の工場等を新増設し，かつ雇用従業者の人数が新増設前の工場等の雇用従業者の

人数と同数以上となること。 

 

 

 

助成内容 

工場等新設・増設助成金 

 固定資産税相当額を３年間，100％ 

新規雇用従業者助成金 

 １人当たり50万円（パートは20万円） 

土地取得費助成金（公的団地のみ。） 

 市有地を購入の場合    土地購入費の30％ 

 国，県有地を購入の場合  土地購入費の５％ 

設備取得費助成金 

 建物，設備費の５％（限度額５千万円） 
※ 阿賀マリノは限度額１億円 

※ 投下固定資産（土地を除く。）の固定資産税に係る評価額から助成額を算出 

 

○ ソフトウェア業等誘致促進事業（賃貸も対象） 

対象業種 
情報通信業，コールセンター業，土木建築サービス業，デザイン業，機械設計業

，機械等修理業 

対象要件 
市内に事務所等を新増設（賃貸による土地又は工場，事務所，流通施設等を利用

）し，新規雇用従業者（呉市在住者）を３人以上雇用すること。 

助成内容 

新規雇用従業者助成金 

 １人当たり50万円（パートは20万円）・５年間 

 （１年目は３人以上，２年目以降は純増分） 

設備取得費助成金 

 改修費，備品購入費の 50％（限度額２千万円） 
※ 投下固定資産（土地を除く。）の固定資産税に係る評価額から助成額を算出 

通信回線使用料助成金 

 通信回線使用料の 50％・５年間（限度額１千万円／年） 
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○ 本社機能移転等促進事業 

対象業種 
製造業，情報通信業，運輸業及び郵便業，土木建築サービス業，デザイン業，機

械設計業，機械等修理業，コールセンター業等 

対象要件 

新規雇用（転入）従業者（呉市在住者）を中小企業は２人以上，大企業は５人以

上雇用し，東京２３区から本社機能を移転又は，市内事業所において本社機能を

拡充すること。 
※本社機能：経営意思決定，経営資源管理，研究開発等に係る事業所で，工場や管轄営業所は含まな

い。 

助成内容 

新規雇用従業者助成金 

 １人当たり50万円（パートは20万円） 

設備取得費助成金 

 改修費，備品購入費の 50％（限度額 5千万円） 
※ 投下固定資産（土地を除く。）の固定資産税に係る評価額から助成額を算出 

 

○ 市内企業設備投資促進事業 

対象業種 
製造業，情報通信業，運輸業及び郵便業，土木建築サービス業，デザイン業，機

械設計業，機械等修理業，コールセンター業等 

対象要件 

市内操業10年以上の企業で，中小企業は1億円以上，大企業は5億円以上の設備投

資を行い，かつ雇用従業者の人数が設備投資前の工場等の雇用従業者の人数と同

数以上となること。 
※対象：事業の用に供する建物(工場，事務所，流通施設等)及び償却資産(一般車輌，船舶を除く。) 

助成内容 
工場等新設・増設助成金 

 固定資産税相当額を２年間，50％（限度額 １億円／年） 

 

○ サテライトオフィス誘致促進事業 

対象業種 指定なし（風俗営業等を除く。） 

対象要件 

 市外に本店を置く企業によるサテライトオフィスの新設で，常時雇用する従

業者（市外の本店等の業務に従事していた者等に限る）が１人以上常駐するこ

と 

助成内容 

新規雇用従業者助成金 

 １人当たり50万円・３年間 

 （呉市在住の新規雇用従業者(既に常時雇用している従業員が市外から市内に転

入する場合を含む。)を雇用した場合，２年目以降は純増分） 

設備取得費助成金 

 改修費，備品購入費の 50％（限度額 500万円） 
※ 投下固定資産（土地を除く。）の固定資産税に係る評価額から助成額を算出 

通信回線使用料助成金 

 通信回線使用料の 50％・３年間（限度額 100万円／年） 
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(2) 呉市インキュベーション施設 

  ○ 呉サポート・コア（主にものづくり系事業者向け。） 

    所在地：呉市阿賀南２丁目１０番１号 

（広島県立総合技術研究所西部工業技術センター敷地内） 

    〔建物概要・設備〕 

     ・鉄骨造２階建，延床面積９１２㎡， 

耐荷重 １階８００㎏／㎡，２階４００㎏／㎡ 

     ・インキュベーションルーム １０室（３９．４～７９．２㎡） 

     ・月額使用料 ３１，０００～６３，０００円（共益費含む。） 

○ 呉ジャンプ・コア（賃貸工場） 

    所在地：呉市阿賀南２丁目１０番１号 

（広島県立総合技術研究所西部工業技術センター敷地内） 

    〔建物概要・設備〕 

     ・Ａ棟：鉄骨造２階建，延床面積９２６．８㎡， 

耐荷重 １階２ｔ／㎡，２階１ｔ／㎡ 

          事務所併設工場タイプ ３室（２２７．８～４６３．４㎡） 

          月額使用料 ９１，０００～１８５，０００円（共益費含む。） 

・Ｂ棟：鉄骨造平家建，延床面積３５３．４㎡，耐荷重 １ｔ／㎡ 

         内天井張り作業場タイプ ２室（１７６．７㎡） 

         月額使用料 ７０，０００円（共益費含む。） 

 

７ 年度別有効求人倍率 

年 度 全 国 広 島 県 呉 地 域 

R元 １．５５ １．９６ １．２５ 

R2 １．１０ １．２９ ０．９２ 

R3 １．１６ １．３８ ０．９４ 

R4 １．３１ １．５７ １．１１ 

R5 １．２９ １．５３ １．０７ 

 呉地域とは，呉公共職業安定所管内の合計（職業紹介業務月報） 

 

８ 公益社団法人呉市シルバー人材センター 

(1) 事業目的及び内容 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき，概ね６０才以上の高齢者を会員として

臨時的・短期的なもの及び厚生労働大臣が定めるその他の軽易な業務を家庭，企業，公共から請

負または委託の形態によりシルバー人材センターが受注し，会員は就業を通じて自己の経験や能

力を生かし，生きがいの充実を図り，活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とした団体

で，設立許可は昭和５５年１０月２７日である。 

広島県においては，平成８年12月に（社）広島県シルバー人材センター連合会が設立され，（

社）呉市シルバー人材センターはその拠点として活動しており，地域の日常生活に密着した仕事

を受注して，会員の希望と能力に応じて仕事を提供している。 
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(2) 会  員 

会員の現状（令和６年３月３１日現在） 

   ・会 員 数 男 ４８４人， 女 １１８人， 計 ６０２人 

   ・年齢構成 

     性別 

 

年齢 

 

    男 

 

  女 

 

  計 

 

   ～６４     １５      ７     ２２ 

６５～６９ ７９     １７ ９６ 

 ７０～ ３９０     ９４ ４８４ 

   計 ４８４ １１８ ６０２ 

 

９ 公益財団法人くれ産業振興センター 

中小企業等の経営基盤の強化，技術の向上その他地域産業の振興及び発展に資する事業を行うこ

とにより，中小企業の振興及び地域社会の発展に寄与することを目的に設立した。 

(1) 設立年月日 

  平成１７年４月１日 

※ 既存の財団法人呉市勤労者福祉サービスセンター（平成９年10月１日設立）と呉市の一組

織であった呉地域産業振興センターを統合・名称変更して設立し，研究開発等の支援事業を

行う産業振興センター部門と，勤労者福祉事業を行う勤労者福祉サービスセンター部門の２

部門体制とした。 

※ 平成24年３月31日をもって勤労者福祉サービスセンター部門を廃止（勤労者福祉事業は，

平成24年３月１日設立の一般財団法人くれ勤労者福祉サービスセンターへ，平成24年４月１

日付けで業務を移管） 

※ 平成25年４月１日に公益財団法人へ移行 

 

(2) 団体の性格 

   公益財団法人 基本財産 ３，０００万円（全額呉市が出捐） 

※ 設立当初は５，０００万円であったが，勤労者福祉サービスセンター部門を分離・独立し，

一般社団法人くれ勤労者福祉サービスセンターを設立したことに伴い減額 

 

(3) 代表者 

   理事長 大水 敏弘（呉市副市長） 

 

(4) 事務局 

呉市阿賀南２丁目10番１号 広島県立総合技術研究所西部工業技術センター内 

 

(5) 事業内容 

  ① 調査・相談事業 

コーディネーター等による相談・アドバイス・橋渡し及び企業課題に対応したセミナー・講

演会の開催等 

 

② 新事業，新製品開発支援事業 

大学等の研究成果であるシーズと企業ニーズのマッチング，技術開発や製品開発，新産業育

成の支援等 

159



 

③ 創業・販路拡大・異業種交流支援事業 

インキュベーション施設入居者を始めとする創業・ベンチャー支援，異業種交流の促進等経

営的な支援の実施 

④ 情報発信・情報化促進事業 

市内企業等に有益な各種情報提供を行うＦＡＸ・メール直送便事業，ホームページ運営事業，

販路拡大・ビジネスパートナー探し等 

 

10 一般財団法人くれ勤労者福祉サービスセンター 
中小企業勤労者のための総合的な福祉事業を行うことにより，中小企業勤労者の福祉の向上を図

るとともに，中小企業の振興及び地域社会の発展に寄与することを目的に設立した。 

(1) 設立年月日 

  平成２４年３月１日 

※ 平成９年１０月１日に，前身である財団法人呉市勤労者福祉サービスセンターを呉市が基

本財産５，０００万円を全額出捐し設立した。 

※ 平成１７年４月１日に，呉市の一組織であった呉地域産業振興センターと統合し，名称を

財団法人くれ産業振興センターとして，その一部門となる。 

※ 平成２４年３月１日に，一般財団法人くれ勤労者福祉サービスセンターを設立し，平成２

４年４月１日から事業開始（財団法人くれ産業振興センターから勤労者福祉事業を移管。勤

労者福祉サービスセンター部門の廃止） 

 

(2) 団体の性格  

   一般財団法人 基本財産 ２，０００万円（全額呉市が出捐） 

 

(3) 代表者 

   理事長 大水 敏弘（呉市副市長） 

 

(4) 事務局 

   呉市宝町１番10号 呉駅西共同ビル７階 

 

(5) 事業内容 

① 情報提供事業 

情報誌の定期的な発行等による各種サービス内容の情報提供・利用促進等 

② 健康維持増進事業 

定期健康診断・インフルエンザ予防接種費用の助成，スポーツ施設・入浴施設の利用割引券

の販売，財団主催のスポーツイベントの開催等 

③ 共済給付事業 

永年勤続・結婚祝金・入学祝金・出産祝金・還暦祝金・死亡弔慰金等の給付，食料品を中心

とした割引券の販売等 

④ 教室等開催事業 

フラワーアレンジメント教室の開催等 

⑤ 自己啓発事業 

文化・教養及びスポーツ系のカルチャー教室受講料の助成，文化施設やイベント等のチケッ

トや利用券の割引販売等 
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⑥ 余暇活動事業 

財団主催の交流イベントの開催，プロ野球等の観戦チケットの割引販売，旅行や食事の利用

割引券の販売，宿泊施設の利用代金の助成等 

 

（会員資格） 

・呉市内に事業所を有する中小企業の従業員及び事業主 

・市内に住所を有し，市外の中小企業事業所に勤務する勤労者 

（会員数及び会費等） 

・会員数    １，３１８人（令和６年３月末） 

・会員事業所数   ４０８所（令和６年３月末） 

・会 費    １，０００円（１人分：月額） 

・入会金      ５００円（１人分：入会時のみ） 

 

11 ビュー・ポートくれ 

 

(1) ビュー・ポートくれの概要 

・所  在  呉市中通１丁目１番２号 

・面  積  土地 １，６０６．２４㎡ 

建物 ６，４００．４３㎡ 

・構  造  地下１階地上１１階 鉄骨鉄筋コンクリート造 

・オ ー プ ン  平成８年４月 

(2) 呉市施設の内容 

① 呉市きんろうプラザ 

（目  的） 勤労者の福祉の増進と教養・文化の向上を図ることを目的とする。 

（供用時間） 午前８時３０分～午後１０時 

（貸会議室） 

区  分 
面積 

(㎡) 

利用人数の目安(人) 利用料金（円） 

椅子のみ テーブル 8:30～12:00 12:00～17:00 17:00～22:00 

3F 大 ホ ー ル 406.46 200 135 13,700 19,600 19,600 

2F 大 会 議 室 155.51 

 

90 8,000 11,600 11,600 

3F 中 会 議 室 91.63 42 4,800 6,700 6,700 

2F 第１小会議室 38.25 18 1,900 2,800 2,800 

3F 第２小会議室 38.25 18 1,900 2,800 2,800 

3F 第 １ 和 室 51.66 － 2,600 3,700 3,700 

3F 第 ２ 和 室 57.44 － 2,900 4,200 4,200 

 ※ 営利目的による使用の場合は３倍，入場料等徴収の場合は１．５倍，労働組合及び経済団体等がその用務の

ために使用する場合は４分の１に相当する額 

② 駐車場 

（構  造）  機械式立体駐車場（エレベーター式） 

（収容台数）  ２２台 

（供用時間）  午前８時～午後１０時 

（使 用 料）  ３０分までごとに１００円（最大１，２００円） 
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◎ 消費者対策 
消費者は，経済取引において相対的に弱い立場にあるため，事業者との地位の平等性を確保し，

消費者利益の擁護と増進を図ることが必要である。 

本市では，経済社会の発展に即応し，消費者からの苦情の処理やあっせんを行うとともに，消費

者が消費生活に関する必要な知識を修得する機会を設け，また消費者団体の活動を通して，自立す

る消費者の育成を図るため次のような施策を講じている。 

 

(1) 消費者啓発 

 

消費生活セミナーの開催            １回 

消費生活展の共催               １回 

出前トーク，出前講座，講師派遣の実施     13回 

市政だより（暮らしの情報）への広報      ９回 

 

(2) 消費生活相談受付件数 

販 売 購 入 形 態 別 件 数 販 売 購 入 形 態 別 件 数 

店  舗  購  入 216  ネガティブオプション 0  

訪  問  販  売 74  訪  問  購  入 19  

通  信  販  売 547  その他の無店舗販売 7  

マルチ・マルチまがい 8  不 明 ・ 無 関 係 339  

電 話 勧 誘 販 売 111      

合                計 1,321  

 

(3) 消費者団体の育成 

 

 呉市消費者協議会 

① 市からの補助金             76万円 

② 会員数                                  242人 

③ 活動内容 

 ・消費者被害防止啓発活動                   13回 

（消協劇団ダマサレンジャー公演） 

 ・会報「ほのほ」発行                       １回 

 ・フリーマーケット「楽市」の開催      ２回 

 ・地区，グループ別研修会等の開催      16回 

 ・各種研修会等への参加           ８回 
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◎ 計 量 検 査 
計量法で定める計量器定期検査のほか，商品の内容量検査を実施している。 

 
 計量関係業務実績 

(1) 定期検査 

取引・証明に使用している「はかり」は２年に１回，定期的に検査を受けなければならない。

呉市では市内を２つの区域に分け，隔年ごとに検査を行っている。 

 

年度 店舗数 延日数 検査数 合格数 不合格数 合格率 検査手数料 
 

R2  

 

店 

349 
日 

  24   

 

 

1,120 
 

1,110    

 

 

10 

 

％ 

99.1  

 

円 

872,130  

 

R3 172 

 

26     

 

 

556 

 

557    

 

 

9 

 

 

98.4  

 

 

425,560  

 

R4 375 

 

26     

 

 

1,176 

 

1,170    

 

 

6 

 

 

99.5  

 

 

956,990  

 

R5 122 

 

15     

 

 

534 

 

533    

 

 

1 

 

 

99.8  

 

 

430,320  

 

 
(2) 量目等立入検査 

内容量の確認のため，市内の店舗を抽出し，立入検査を行っている。 

 

年度 店舗数 延日数 検査数 適正個数 不適正個数 適正率 

28 

店 

    32 

     

日 

     6 

 

 

   696 

 

 

  685 

 

 

      11 

 

％ 

   98.4 

 

29 

 

    47 

     

 

     7 

 

 

   845 

 

 

  806 

 

 

      39 

 

 

   95.4 

 

30 

 

    52 

     

 

     6 

 

 

   654 

 

 

  629 

 

 

      25 

 

 

   96.2 

 

R5 

 

    15 

     

 

     8 

 

 

   536 

 

 

  523 

 

 

      13 

 

 

   97.6 

 

    令和元・２・３・４年度は未実施 

  

(3) 指導・啓発 

・計量啓発ポスターの掲示 

    内  容 … 適正計量管理事業所，支所等（約 190箇所）へポスターの掲示 
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◎ 観 光 
呉市は，自然環境に恵まれた気候温暖な都市で，市内には，旧海軍ゆかりの施設をはじめ，清盛

伝説に育まれた音戸の瀬戸や，朝鮮通信使との交流を伝える松濤園，瀬戸内の多島美を望む野呂山

など，豊富な観光資源を有している。平成 17 年の近隣８町との合併成就，大和ミュージアムオープ

ンに続き，平成 19 年にはてつのくじら館オープン，更に平成 20 年には豊島大橋が開通するなど，

さらなる魅力が加わり，新呉市は「海」をキーワードに，美しい自然や歴史，文化を存分に体感で

きる観光地として，新たな一歩を踏み出した。 

旧軍港四市（横須賀市・呉市・佐世保市・舞鶴市）が共同申請した「鎮守府 横須賀・呉・佐世

保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～」が，平成 28 年４月に文化庁から日本遺産の認定

を受け，さらに平成 30 年５月には，「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船

主集落～」の構成自治体に追加認定された。 

令和５年の入込観光客は 256 万 8 千人で，新型コロナウイルスの収束やＧ７サミットが広島で開

催された影響もあり，前年に比べて約 77万人増となっている。 

 

１ 呉市の観光地・景勝地  
＜呉市海事歴史科学館（愛称：大和ミュージアム）＞ 

近代日本の歩みそのものである「呉の歴史」と，その近代化の礎となった「造船技術の歴史」を

もって「平和の大切さと科学技術の素晴らしさ」を伝える海事歴史科学館は，平成 17 年４月 23 日

にオープンした。 

10 分の１戦艦「大和」や，「零戦」，「海龍」，「回天」などの実物資料を始め，操船シミュレーター

などの体験装置，ミニシアター等が整備されている。過去から未来までを体感することができ，地

域の教育，文化及び観光等に大きく寄与する呉市の新たなシンボルとなっており，令和６年度から

令和７年度にかけて大規模リニューアルを実施する。 

＜海上自衛隊呉史料館（愛称：てつのくじら館）＞ 

退役した潜水艦を日本で初めて陸上展示する海上自衛隊呉史料館「てつのくじら館」が，平成 19

年４月５日にオープンした。 

「てつのくじら館」は，海上自衛隊員の教育の場として，また，海上自衛隊への理解の促進や地

域との共生を目的として国（防衛省）が建設した施設で，館内では，海上自衛隊の歴史や呉とのか

かわり，掃海艇のあゆみと活躍，潜水艦の特徴や任務など，海上自衛隊の活動をさまざまな角度か

ら紹介しているほか，陸上展示した実物の巨大潜水艦の内部も公開され，潜望鏡をのぞいたり，潜

水中の環境や生活を疑似体験することができる。 

＜入船山公園＞ 

園内には「呉市入船山記念館」や「呉市立美術館」などがあり，多くの観光客が訪れる観光名所

になっている。また，この一帯は，市街地でありながら昔ながらの自然林の景観をそのまま残し，

椿を始めとする色々な樹木が繁茂しており，市民の憩いの場所となっている。 

○ 呉市入船山記念館 

敷地内には，平成 10 年 12 月に国の重要文化財に指定された旧呉鎮守府司令長官官舎や呉市有

形文化財に指定された旧呉海軍工廠塔時計のほか，歴史民俗資料館，郷土館などがあり，旧呉鎮

守府司令長官関係の資料をはじめとする郷土資料が展示されている。 

また，旧呉鎮守府司令長官官舎の洋館部を彩る金唐紙の版木棒や日本国内の金唐紙使用の建造

物の版木棒を使用した作品を収集している。 

○ 呉市立美術館 

緑深い入船山の森の一角に建ち，本瓦ぶきの寄せ棟づくり，亀甲模様の煉瓦タイル貼り，イタ

リア大理石の内装等，明治時代の洋風建築を思わせる建物である。 

枯山水の庭園を配して落ち着いた雰囲気を醸し出しており，ルノワール「麦わら帽子の少女」

や奥田元宋や平山郁夫などの郷土作家，地元出身芸術家の作品を収集，展示している。 

＜アレイからすこじま＞ 

海上自衛隊第一潜水隊群司令部前の車道に沿った，レンガを基調とした公園。戦前，この付近に

は，旧呉海軍工廠の本部庁舎や，造船部，製鋼部，電気部等様々な施設があり，呉工廠の中心部で

あった。国内で最も間近に潜水艦を見ることの出来る公園として有名である。 

また，アレイからすこじまの道路向いには，旧呉海軍工廠のレンガ倉庫群があり，現在も，現役

倉庫として活躍している。 
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＜歴史の見える丘＞ 

明治以降の呉の歴史を象徴する工場群（旧呉海軍工廠跡）が一望できる地で，子規句碑，噫戦艦

大和之塔，旧呉海軍工廠
こうしょう

礎石記念塔，造船船渠
せんきょ

記念碑，渡辺直己歌碑等がある。 

＜海上自衛隊呉地方総監部庁舎＞ 

呉鎮守府庁舎として，明治 40 年に完成した地下１階，地上２階，延べ 1,990 ㎡のレンガ石造の建

物である。レンガと御影石の組み合わせで色合いが美しく，特に中央玄関は，床から屋根まで御影

石で造られている。外壁は，イギリス積の積み方で，呉市にある代表的レンガ建物である。毎週日

曜日に一般公開されている。 

＜長迫公園（旧海軍墓地）＞ 

明治 23 年に，海軍軍人などの埋葬地として開設された。この墓地には，戦前に建立された墓碑が

169基，「戦艦大和戦死者之碑」等 80基の合祀碑が建立されている。 

＜音戸の瀬戸公園＞ 

園内には椿園，高烏
たかがらす

展望台，吉川英治文学碑，山口誓子の句碑などがある。４月上旬には約

2,300 本の桜，４月下旬には 8,300本余りの紅白のツツジが咲き乱れ，深紅の名橋「音戸大橋」と見

事にマッチしたその美しさは，すばらしい景観を呈す。 

また，標高約 200ｍの高烏台は旧海軍の砲台跡地を公園にしたもので，今も砲台の名残りをとどめ

る石造りの建造物，平清盛の日招像，全国の銘木を集めた庭園等がある。 

○ 吉川英治文学碑 

昭和 25 年 12 月 25 日，文豪・吉川英治が「新平家物語」執筆のため，史跡取材に音戸の瀬戸を

訪れた際，この場所に立ち，対岸の清盛塚に向かって「君よ今昔之感如何」と問いかけたと言わ

れている。その自筆を句碑にしたのが「吉川英治文学碑」で，昭和 38 年５月に完成した。三角形

の石は吉川英治を，丸石は平清盛をなぞらえたもので，二つの石が対話するように置かれている。 

○ 音戸の瀬戸 

音戸の瀬戸は，永万元年（1165 年）に平清盛が沈む夕日を「金の扇」で招き返し，わずか１日

で開削したと伝えられる瀬戸で，１日に 700 隻近くの船舶が行き交い「瀬戸内銀座」とも呼ばれ

ている。この音戸の瀬戸には，昭和 36 年に開通した「音戸大橋」が架かっている。音戸大橋は，

「ループ式道路」と「ラセン型高架橋」を組み入れた珍しい構造の道路橋である。平成 25 年には，

第二音戸大橋（愛称：日招き大橋）も開通し，二本の真紅のアーチ橋が仲良く架かっている姿を

見ることができる。 

＜灰 ケ 峰＞  

標高 737ｍの独立峰で，かつては呉市街を守る旧海軍の高射砲台があり，市民の立入りは禁止され

ていた。しかし，終戦とともに開放され，山頂展望台からは市街地，呉港，瀬戸内海が眼下に一望

できるパノラマが楽しめる。 

特に夜景は「くれ」の文字が浮かび上がり，中四国三大夜景のひとつと言われている。 

＜国立公園休山＞ 

標高約 500メートルの絶好の展望地で，昭和 25年５月に国立公園区域に指定された。 

山頂展望台からは瀬戸内海の大小の島々，また遠く四国連峰が望まれ，眼下に開ける市街の景観

は飽きることがない。 

また，音戸の瀬戸より高烏台を経て休山頂上に向かう道路からは，美しい瀬戸内海に点在する

島々，白い航跡を引いて行き交う船を配した広大なパノラマを我がものにできる。 

＜二 河 峡＞ 

高さ約 30ｍの二河滝（男滝）と高さ 37ｍの女滝を中心とする峡谷で，全体で約 2.5 ㎞ある。澄み

切った水の流れ，変化に富んだ景観は壮観で，訪れる人々に安らぎを与える。 

また，この峡谷は，市街地中心部から車で数分のところにあり，これほど市街地中心部に近い峡

谷は，全国的にも希である。 

＜二 級 峡＞ 

広大川の上流にある川の浸食によって形成された名勝地で，大小の滝と渓谷の美しさに恵まれ，

特に岩石にあいた無数の「おう穴」群は広島県名勝天然記念物に指定されている。またダム，貯水

池など多彩な風致とともに，優美な峡谷公園として親しまれている。 
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＜深 山 の 滝＞ 

上段の高さ 10.5ｍ，下段 14ｍの２つの滝からなり，幅 20ｍもある一枚岩を流れ落ちる見事な滝で

ある。 

戦国時代，毛利氏に滅ぼされた野間則綱の居城がこの近くにあり，落城の際，その姫君が家臣と

ともに滝の上で自害したことから「ひみつるの滝」，「姫摺
ひめずり

の滝」ともいわれている。 

＜本庄水源地＞ 

大正７年旧海軍が土木技術の粋を集めて築造したもので，えん堤は花崗岩の切石で丹念に築かれ

ており建設当時は，東洋一の規模と言われていた。 

園内には約 300本の桜が植えられており，桜の季節には一般開放され，多くの花見客で賑わう。 

なお，えん堤は平成 11年５月，現役の水道施設として初めて，国の重要文化財に指定された。 

＜グリーンヒル郷原＞ 

わんぱく広場（遊具）・ひょうたん池・芝生広場・市民農園・バーベキューハウス・宿泊施設など，

植物にふれ，風の声に耳を傾け，土に親しむことができる施設である。ふだん忘れがちな自然の素

晴らしさを肌で感じながら，ゆっくりとした時間を過ごすことができる。 

＜呉ポートピアパーク＞ 

「わたし流の公園遊び」をテーマに，園内には，水遊びができる池，木製遊具，芝生広場，絵本

館などがあり，子どもから大人まで，ファミリー，グループ，恋人同士，それぞれの楽しみ方がで

きる公園である。また，一年を通じてフリーマーケットなど各種イベントが盛りだくさんに行われ

ており，陶芸・絵てがみなどの創作活動もできる。 

＜ロマンチックビーチかるが＞ 

夏の海水浴のほか，バーベキュー，アスレチック，すべり台，パネルクライミングなど，通年で

楽しめる公園である。また，夏には海を眺めながら，夕涼みに絶好の場所である。 

＜松
しょう

 濤
とう

 園
えん

＞ 

園内には，御馳走
ご ち そ う

一番館，あかりの館，陶磁器館，蒲刈島御番所がある。また，園内は回遊式の

庭園となっており，四季折々の自然の美しさを鑑賞できる。 

○ 御馳走一番館（旧有川邸・朝鮮通信使資料館） 

朝鮮通信使の行列人形を配したジオラマ模型や，当時の朝鮮通信使を再現した等身大の人形，

さらに 10分の１の朝鮮通信使の模型など，往時をしのぶ資料を多数展示している。 

所蔵する「朝鮮人来朝覚備前御馳走船行烈図」は平成 29 年 10 月にユネスコ「世界の記憶」に

登録された。 

○ あかりの館（旧吉田邸） 

世界の珍しい灯火器のコレクションを展示しており，紀元前のテラコッタランプや石ランプ等

の西洋ランプから日本の古い灯火器までを年代順にわかりやすく配列しているほか，世界有数と

いわれるフェアリーランプのコレクションもある。 

○ 陶磁器館（旧木上邸） 

中国，朝鮮の陶磁器をはじめ，日本では初期伊万里から古九谷様式・柿右衛門様式・鍋島，さ

らに古備前，萩焼等の名品が揃っている。なかでも古伊万里コレクションは国内有数の質の高さ

がある。 

○ 蒲刈島御番所（復元） 

江戸時代，海上航路の重要地点であった下蒲刈島に設けられた御番所を，建設当初の形に復元

したもので，17世紀中頃の特徴を有している。 

＜蘭島閣
らんとうかく

美術館・蘭島閣美術館別館＞ 

蘭島閣美術館は，総檜造りの美しい美術館で，日本を代表する日本画家の作品や，白砂青松の瀬

戸内海の美を描いた作品や島とゆかりのある作家の作品を中心に展示している。 

また，別館には，上蒲刈島にゆかりのある日本を代表する洋画家・寺内萬治郎の作品を常設展示

している。 

＜三之瀬御本陣芸術文化館＞ 

江戸時代の外交使節団・朝鮮通信使を迎えるにあたり，大きな役割を果たした「三之瀬御本陣」

の外観を復元した美術館で，日本を代表する洋画家・須田国太郎とゆかりの作家の作品を常設展示

している。 
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＜観 松 園＞ 

園内には，朝鮮通信使記念庭園，貝と海藻の家，海駅梶ヶ浜，姫ひじき塩づくり体験施設等があ

る。また，観松園のすぐそばには，梶ヶ浜海水浴場がある。 

○ 朝鮮通信使記念庭園 

朝鮮通信使が辿ったルートを地球規模で再現した日本庭園である。 

○ 貝と海藻の家 

数千点に及ぶ国内外の貝を展示している。また，珍しい海藻の標本もある。 

＜コテージ梶ヶ浜＞ 

炭を使った囲炉裏や薪を使ったかまどなど昔ながらの農漁村の生活を体験できる古民家風の宿泊

施設。 

＜瀬戸内海国立公園野呂山＞ 

標高 839.4 メートル（膳棚山）は，瀬戸内海に面する山岳の中で六甲山（神戸市）に次ぐ高さで，

県内の沿岸部では最も高く，昭和 25 年に瀬戸内海国立公園区域に指定されている。山頂部は，なだ

らかな高原を形成しており，ここに，国民宿舎野呂高原ロッジやキャンプ場のほか，来訪者のため

に交流や休憩ができる場としてビジターセンターやレストハウスなどの施設も整っており，氷池，

昭和池といった大小の池，大重岩，小重岩，大滑岩，かぶと岩などの巨岩，奇岩など見どころが多

くある。 

また，眺望が非常にすぐれており，天候によっては，瀬戸内海の多島美はもとより，対岸の四国

にある石鎚山を望むこともできる。 

＜国民宿舎野呂高原ロッジ＞ 

国民宿舎野呂高原ロッジは，瀬戸内海国立公園野呂山の山頂に位置し，瀬戸内の地魚や野呂山で

捕れた猪を使った料理が評判で，家族やグループでの宿泊・休憩や企業研修の場としても利用され

ている。 

＜野呂山交流施設＞ 

野呂山山頂にある「野呂山ビジターセンター」，「野呂山レストハウス」では休憩所のほかに研修

室なども備え，自然体験学習などに活用できるほか，野呂山を訪れる人々の憩いと交流の場となっ

ている。 

○ 野呂山ビジターセンター 

野呂山を訪れる人々への総合案内・交流施設として，野呂山の豊かな自然・歴史を紹介するコ

ーナー，登山者同士がお茶を飲みながら休憩・交流できる囲炉裏スペース，周辺地域の情報発信

スペースなどのほか陶芸窯を備え，陶芸教室なども開かれている。 

○ 野呂山レストハウス 

平成８（1996）年に開村した野呂山芸術村の画家たちの作品を展示した休憩所や，研修室など

を備えている。 

○ 野呂山セントラルロッジ（キャンプ場） 

野呂高原東側の瀬戸内海を見下ろせる場所に，常設テントサイトとフリーサイトを備えている。 

オートキャンプ場も併設されアウトドアライフを満喫できる施設となっている。 

＜呉市川尻筆づくり資料館＞ 

川尻の特産品である毛筆の製作工程や歴史を学習できるほか，現代書家の作品を多数展示してい

る。筆づくりのまち川尻ならではの資料館で，筆づくりの道具や材料が展示され，筆づくりの工程

を丸ごと見学できる。村上三島，金子鴎亭，青山杉雨など現代書家たちの作品や，書の歴史を刻ん

できた中国の書家たちの作品（複製）も展示している。また，平成１６年８月に川尻筆は，経済産

業省から伝統的工芸品として指定を受けた。 

＜おんど観光文化会館うずしお＞ 

５年に１度開催される清盛祭の衣装や，動く大名行列の模型を展示しているほか，潮風に吹かれ

ながら音戸大橋と船が織りなす音戸の瀬戸の風情が楽しめるキャナルテラス，ステージ越しに音戸

の瀬戸が望めるしおさいホール，お食事処，特産品販売所などがある。 
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＜清 盛 塚＞ 

音戸の瀬戸は絶好の航路でありながら水深が浅いため船が通れない船頭泣かせの航路だった。火

薬もダイナマイトもない時代，音戸の瀬戸の開削は困難を極めた。当時，大規模工事の際には人柱

を捧げるのが慣習だったが，平清盛は一字一石の経石を海に沈め工事を完了させた。また，清盛が

沈む夕日を扇で招き返して一日で工事を終えたという伝説がある。石碑は，難工事の末に音戸の瀬

戸を切り開いた平清盛の功績を讃え，供養のために建立された。広島県の史跡に指定されている。 

＜くらはし桂浜温泉館＞ 

日本の渚百選に選ばれた「桂浜」に隣接しており，適応症２４種類のナトリウムを含む良質な塩

化物温泉。１階の石の風呂には特産の御影石を使用。３階の海の風呂はゆったりと開放的な造りと

なっており，露天風呂には茶褐色の源泉をそのまま使用し，ジェットバス，サウナ，打たせ湯など

の施設も充実している。お食事処，無料休憩所，特産品販売所なども併設している。 

＜倉橋歴史民俗資料館＞ 

ナウマンゾウとニホンムカシジカの化石や，古代から近世までの土器などの考古資料を展示して

いる。この他，農業と石材業など倉橋島の産業資料，文芸関係の資料も同時に展示している。 

＜長門の造船歴史館＞ 

遣唐使船をはじめ，古代から現代までの木造船模型を展示している。1200 年以上も前の姿に復元

された遣唐使船の建造工程を映像で紹介し，造船と海運業の資料を展示している。 

＜県民の浜＞ 

豊かな自然に恵まれ，宿泊，温泉，食事，海水浴，天体観測など，幅広く利用でき，家族連れの

ほか，修学旅行，研修等多くの人々に親しまれている。 

○ 県民の浜海水浴場 

長さ 400ｍ・幅 80ｍに渡って美しい砂浜が広がる「県民の浜」。平成８（1996）年に「日本の

渚・百選」に認定されたほか，「水浴場 55 選（平成 10（1998）年）」，「水浴場 88 選（平成 13

（2001）年）」，「快水浴場百選（平成 18（2006）年）」等に選ばれるなど，広くて美しく清らかな

海が自慢の海水浴場である。 

桟橋，ビーチハウス，シャワー，売店などの施設も完備しており，夏には若者や家族連れ等の

多くのレジャー客で賑わう。 

○ かまがり天体観測館 

広島県下最大規模の口径 42 ㎝のマクストフ望遠鏡があり，月，惑星，星雲，星団など宇宙の神

秘とロマンが満喫できる。ビギナーの天文教室から研修まで幅広く利用できる。 

○ かまがり海と島の工作館 

世界の貝や天体写真などが展示してある。 

○ かまがり古代土器製塩体験施設 

万葉集にも登場する古代の塩づくりを体験することができる。昭和 59（1984）年，県民の浜の

造成中に沖浦遺跡から古墳時代のものと思われる製塩土器が発掘されたのを機に，地元有志らが

10年以上もの歳月をかけて研究を重ねた結果，古代の塩づくりの再現に成功した。 

○ かまがり古代製塩遺跡復元展示館 

県民の浜の造成中に発見された「沖浦遺跡」を発掘したままの状態で見学できるように復元し

た展示館。出土した敷石炉，製塩土器，須恵器，土師器なども展示してあり，古代の製塩法を通

して当時の生活を垣間見ることができる。 

○ コテージかまがり 

瀬戸内の海を眺めながらゆったりとくつろげる自炊型のコテージ。展望の良い高台に木造５人

用３棟，10 人用２棟の計５棟。平成 30 年４月には県民の浜のそばにドーム型二人用１棟，４人用

２棟の計３棟がオープンし，年間を通じ家族や仲間同士，サイクリストなどに利用されている。 

○ かまがり温泉やすらぎの館 

地下５００ｍから湧き出る天然ラドン温泉。サウナや薬湯，ジェットバス，低周波を使った全

身浴など，趣向を凝らした温泉で，豊富な湯量と目の前に広がる美しい安芸灘の眺めが魅力であ

る。 
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＜安浦歴史民俗資料館（南薫造記念館）＞ 

近代日本洋画史に不滅の足跡を残した南薫造の生家とアトリエを改修し，特別展示室を設置した

資料館であり，生家は江戸時代後期の様式を残している。南薫造の絵画や愛用の品々のほか，南薫

造ゆかりの作家の作品や資料等を多彩に展示している。 

＜御手洗町並み保存地区＞ 

江戸時代，北前船などの商船や交易船のための潮待ちや風待ちの港町として栄えた御手洗は，平

成６年重要伝統的建造物群保存地区として国から選定された。地区内には，江戸中期から幕末の面

影をとどめる建物や史跡が数多く残されている。 

＜安芸灘とびしま海道＞ 

平成 20 年 11 月 18 日（火），上蒲刈島（呉市蒲刈町）と豊島（呉市豊浜町）を繋ぐ橋長約 903m

の「豊島大橋」が開通し，安芸灘大橋から岡村大橋まで７つの橋で結ばれた。 

愛称は『安芸灘とびしま海道』で，「瀬戸内海に浮かぶ島々は、あたかも庭園をわたる飛石
とびいし

のよう

で、安芸灘へと通じる海の道」をイメージしたものである。 

『安芸灘とびしま海道』には，瀬戸内の多島美や海に育まれた歴史・文化、多彩なレジャー，江

戸時代の面影を残す町並みなど多彩な魅力があり，呉市を代表する観光資源の一つとなっている。 

＜みかんメッセージ館＞ 

広島県を代表する大長みかんの産地として栄えてきた豊町。そのみかんづくりにかけた人々の思

いや技術を伝えるみかんメッセージ館は，平成 26年６月 30日にオープンした。 

農具，農船などの実物展示や背負子の体験，専門的な資料，映像により，みかんづくりに関わる

人々の暮らし，文化，歴史，生産技術などを紹介している。 

＜あび資料展示室＞ 

広島県の県鳥であるアビと，豊浜町の世界でも珍しい伝統漁法であるアビ漁に関する資料を保存，

紹介するため平成 29年４月１日にオープンした。 

あび資料展示室では，アビと漁師と魚たちが一体となって展開するアビ漁の，独特な漁具や木造

漁船などの資料を展示している。 
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２ 呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム） 

（目的） 

明治以降の日本の近現代史の縮図ともいえる呉の歴史及びその近代化の礎となった各種の科学技

術を紹介することにより住民が歴史への理解を深め，科学技術への興味と関心を高め，平和の大

切さについて考えるとともに，学習の場及び住民交流の場を提供することにより地域の教育及び

文化の向上並びに観光の振興に寄与することを目的とする。 

（事業） 

(1)  呉の歴史に関する資料等の収集，保管，展示及び閲覧に関すること。 

(2)  資料に関する調査・研究，教育・指導及び知識の普及に関すること。 

(3)  歴史，文化，科学技術等に関する講演会，講座等を開催すること。 

(4)  市内外の人々の交流，社会的活動，生涯学習及びコミュニティの場の提供。 

(5)  その他，市長が必要と認める事業。 

 

 

 
◎位 置 呉市宝町５番20号  

◎経 過 平成２～３年度 博物館基本構想を策定 

  平成６年度～ 資料収集の推進を図るため，有識者で組織する博物館資料収 

   集委員会を設置 

  平成８年度 海事博物館推進室を設置 

   博物館推進の拠点となる船の資料展示「収蔵展示施設」を設置 

   呉市博物館推進基金条例の制定（平成９年３月17日） 

  平成９年度 呉市海事博物館（仮称）基本計画を策定 

  平成10年度 呉市海事博物館（仮称）展示計画等を策定 

  平成11年度 展示資料調査，屋外展示予備調査業務を実施 

   呉地方拠点都市地域の１市12町により（仮称）呉市海事博物 

   館建設促進協議会を設立 

  平成12年度 呉市海事博物館（仮称）建築及び展示の基本設計業務を実施 

  平成13年度 呉市海事博物館（仮称）建築及び展示の実施設計業務を実施 

  平成14年度 呉市海事博物館（仮称）建築工事に着手 

  平成15年度 呉市海事博物館（仮称）展示製作業務に着手 

   博物館の名称に「呉市海事歴史科学館」 

愛称に「大和ミュージアム」を選定 

  平成17年度 ４月23日オープン 
 

   11月５日 来館者数 100万人 

  平成18年度 ７月１日 来館者数 200万人 

  平成19年度 ５月20日 来館者数 300万人 

  平成20年度 ５月10日 来館者数 400万人 

  平成21年度 ７月４日 来館者数 500万人 
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  平成22年度 ８月29日 来館者数 600万人 

  平成23年度 11月19日 来館者数 700万人 

  平成24年度 ３月17日 来館者数 800万人 

  平成26年度 ４月24日 来館者数 900万人 

  平成27年度 ５月24日 来館者数 1,000万人 

  平成28年度 ５月29日 来館者数 1,100万人 

  平成29年度 ６月10日 来館者数 1,200万人 

  平成30年度 ８月17日 来館者数 1,300万人 

  令和元年度 10月26日 来館者数 1,400万人 

  令和４年度 ７月31日 来館者数 1,500万人 

  令和５年度 12月22日 来館者数 1,600万人 

  ※ リニューアル休館（予定） 令和７年２月中旬～令和８年３月末 

 

○ 施設の内訳 

鉄骨鉄筋コンクリート造，一部鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造 

敷地面積 約17,400㎡ 

延床面積 9,628.33㎡ 

主な施設 

 

名 称 面 積 

展示室（呉の歴史） 841.72 ㎡ 
展示室（大型資料） 573.30  
展示室（船をつくる技術） 1,028.20  
展示室（未来へ） 248.17  
大和ひろば 731.27  
大和ホール 366.79  
ライブラリー 111.04  
市民ギャラリー 471.90  

会議室・研修室 114.55  

 

○ 観  覧  料  

一般 500円，高校生 300円，小・中学生 200円 

※ 20人以上の団体は100円割引 

呉市内に在住または通学の高校生以下は無料 

 

○ 年間来館者数の推移                       

 （単位：人）  

年 度 令和元年 ２年 ３年 ４年 ５年 

来館者数 908,353 258,055 251,164 560,796 794,863 
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３ 入船山記念館 

昭和41年７月，大蔵省から無償貸与を受け，「入船山」と名付けて公園地に編入，同年10月市史

跡に指定，併せて旧呉鎮守府司令長官官舎を整備して呉市入船山記念館とし，翌42年４月１日にオ

ープンした。 

昭和54年には郷土館（鉄筋コンクリート造２階地下１階建）が完成し，昭和61年には歴史民俗資

料館（鉄筋コンクリート造３階建）が開館し，展示室や収蔵庫の拡充を図った。 

さらに，平成３年度からは，５か年計画で旧長官官舎の修復事業に着手し，明治38年の建築当初

の姿に復原し，平成８年４月にリフレッシュオープンした。旧長官官舎の洋館部壁紙には全国でも

珍しい金唐紙が使われていたため，その全てを復原，修復した。 

平成10年12月には，明治以降の建物としては県内初の重要文化財（建第2357号）に指定された。 

平成17年には，築100周年を迎え，記念式典，企画展示等を行うとともに，洋館部屋根と食堂天井

の金唐紙の部分改修を行った。 

平成28年には，旧長官官舎の外装等の修繕を行った。 

（目的） 

呉市の歴史的記念物，資料等の保存を図るとともに，郷土文化の向上に資することを目的とする。 

（事業） 

(1) 郷土の歴史的記念物及び資料等を収集，保存し，及び展示すること。 

(2) 史跡入船山を保存すること。 

(3) その他呉市長が必要と認める事業。 

 

◎ 展 示 品 

○ 呉の郷土資料館 

○ 旧呉鎮守府司令長官官舎関係資料 

○ 金唐紙関係資料 

◎位  置 呉市幸町入船山公園内 

◎開  館 昭和42年４月１日 

◎敷地・建物 

敷   地    約13,228 ㎡ 

建物延面積    1,529.70 ㎡ 

 

 

◎ 年間来館者数の推移 

                                   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 面 積 ㎡ 

１  号  館 39.55 

収  蔵  庫 76.30 

歴 史 民 俗 資 料 館 484.81 

旧呉鎮守府司令長官官舎 527.16 

郷  土  館 358.32 

旧 東 郷 邸 36.80 

ボ ラ ン テ ィ ア 控 室 6.76 

年 度 令和元年 ２年 ３年 ４年 ５年 

来館者数 28,678 12,135 12,511 26,526 28,823 
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４ 倉橋歴史民俗資料館 
（目的） 

地方文化財の発掘による，歴史遺産の保存及び調査・研究・展示等を行うことにより，郷土文化の

向上に資することを目的とする。 

（施設概要） 

・名 称    倉橋歴史民俗資料館 

・位 置    呉市倉橋町４４０番地 

・開 所    昭和５８年４月 

・構 造    鉄筋コンクリート２階建 

・建物延面積  ３０６．４２㎡ 

・施設の内訳  展示室，収蔵庫，事務室 

 

５ 長門の造船歴史館 
（目的） 

復元遣唐使船をはじめとする木造船及び海上交通資料の収集・保存及び調査・研究・展示等を図る

とともに郷土文化の向上に資することを目的とする。 

（施設概要） 

・名 称    長門の造船歴史館 

・位 置    呉市倉橋町１７１番地の７ 

・開 所    平成４年７月 

・構 造    鉄筋コンクリート３階建 

・建物延面積  １，２００．０５㎡ 

・施設の内訳  展示室，企画展示室，資料室，事務室 

 

６ 安浦歴史民俗資料館（南薫造記念館） 
（目的） 

南薫造の絵画や遺品，関連資料のほか，南薫造ゆかりの作家の作品・資料の収集保存及び調査・研

究を図るとともに，郷土文化の向上に資することを目的とする。 

（施設概要） 

・名 称    安浦歴史民俗資料館（南薫造記念館） 

・位 置    呉市安浦町内海南２丁目１３番１０号，１４番１５号 

・開 所    昭和６０年４月 

・構 造    木造平屋建，鉄筋コンクリート平屋建 

・建物延面積  ７１９．００㎡ 

・施設の内訳  展示室，特別展示室，事務室，アトリエ 
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７ 観光行事 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

８ 入込観光客数の推移 
   （単位：千人，％） 

 入込観光客数 対 前 年 比 

平成 14年   １，８８０ １３９．３ 

  15年 １，４５０ ７７．１ 

  16年 １，５５０ １０６．９ 

  17年 ３，４５０ ２２２．６ 

  18年 ３，６１０ １０４．６ 

  19年 ３，４６０ ９５．８ 

  20年 ３，１５０ ９１．０ 

  21年

21nenn  

３，１２１ ９９．１ 

  22年 ３，１１０ ９９．６ 

  23年 ２，９１５ ９３．７ 

  24年 ３，２３８ １１１．１ 

  25年 ３，１９８  ９８．８ 

  26年 ３，０８０ ９６．３ 

  27年 ３，３６６ １０９．３ 

  28年 ３，３６３ ９９．９ 

  29年 ３，３１８ ９８．７ 

  30年 ２，７４３ ８２．７ 

令和 元年   ３，０４２ １１０．９ 

   ２年 １，３２１ ４３．４ 

   ３年   ９２６ ７０．１ 

   ４年 １，７９５ １９３．８ 

   ５年 ２，５６８ １４３．１ 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 行 事 名 開催期間（令和５年度） 

呉 み な と 祭  ４月29日 

野 呂 山 山 開 き  ４月30日 

朝 鮮 通 信 使 再 現 行 列  10月15日 

日 本 遺 産 Ｍ Ｏ Ｎ Ｔ Ｈ  10月21日～11月19日 

呉海自カレー・呉グルメフェスタ   10月22日 

く れ 食 の 祭 典   11月５日 

イ ル ミ ネ ー シ ョ ン ロ ー ド く れ  12月22日～１月21日 
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９ 呉地域観光連絡協議会 
（設 立）  平成４年７月１０日 

（目 的）  官民一体となり，広域的な観光，レクリエーション事業を促進することにより，地

域の活性化と地域内の観光産業の振興に資することを目的とする。 

（会 員）  ２市２町（呉市，江田島市，熊野町，坂町）及び民間事業者等 56団体  

計 60団体（令和６年４月１日現在） 

（令和５年度の主な事業） 

１ 観光宣伝事業     東京都，大阪府，名古屋，福岡等の都市圏やマイクロツーリズムを

意識した近隣県の旅行会社や出版社に呉地域の観光情報を発信し，

旅行商品の企画，送客の働きかけを行う。 

２ フィルムコミッション 映画・テレビ番組・ＣＭへのロケ対応，ホームページの運営を行い，

呉地域でのロケ誘致・支援を行う。 

３ 修学旅行誘致     会員市町，広島市及び廿日市市とも連携し，学校訪問，教職員招へ

いを行い，修学旅行を誘致する。 

４ インバウンド事業      多言語対応ＷＥＢサイト「くれまちダイアリー」の運営 

台湾を主としたアジア圏への情報発信 

広島県観光連盟等の観光団体と連携し商談会に参加 

 

10 観光ボランティア活動 
各観光ボランティア団体が，市内各地の観光施設や観光スポットを拠点に，呉市を訪れる観光客

をおもてなしの心で案内している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名

設立年月日

会員数
（R6.4.1)

活動 案内件数 案内観光客数 案内件数 案内観光客数 案内件数 案内観光客数 案内件数 案内観光客数 案内件数 案内観光客数 案内件数 案内観光客数

20年度 1,336 8,535 43 1,290 135 3,982 － － 1,421 26,047 － －

21年度 1,267 14,127 396 2,221 328 10,062 － － 1,496 26,901 － －

22年度 1,037 12,011 467 2,484 240 7,774 － － 1,293 21,402 － －

23年度 1,052 15,862 350 2,352 238 10,331 － － 3,003 29,825 － －

24年度 1,286 13,866 462 2,515 259 8,187 － － 1,028 19,596 － －

25年度 1,468 11,897 275 2,541 189 5,744 － － 973 18,750 － －

26年度 1,959 9,967 124 1,361 231 4,148 － － 3,756 30,179 － －

27年度 2,507 10,021 163 1,695 155 3,347 － － 1,214 20,443 － －

28年度 2,359 9,930 187 2,173 177 5,153 － － 1,163 18,545 － －

29年度 1,511 11,815 193 1,600 172 4,881 － － 1,130 17,345 － －

30年度 1,715 6,979 132 895 142 3,990 － － 1,062 14,468 － －

元年度 1,646 13,770 172 1,253 176 5,957 － － 1,158 19,285 － －

２年度 136 1,683 122 678 97 1,899 － － 0 0 0 0

３年度 186 847 172 864 30 467 － － 6 33 110 952

４年度 1,905 4,989 112 1,048 89 1,572 － － 395 2,549 203 1,743

５年度 1,768 4,999 118 1,105 － － 115 2,145 926 7,719 137 1,604

43 21

豊町観光協会 御手洗観光ガイドの会くらはし観光ボランティアガイドの会

平成17年1月4日

呉観光ボランティアの会

平成12年3月30日 令和5年4月1日

4

平成6年7月29日

0

下蒲刈観光ガイドの会

令和3年4月1日

10

大和ミュージアムボランティアの会

平成17年1月23日

82
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◎ 農  業 
 

呉市の農業は，島しょ部地域の柑橘を基幹とした園芸農業地帯と，旧呉市及び安浦町の水稲を基

幹とした水田農業地帯とに分かれ，特に柑橘は，豊町，豊浜町などを中心に広島県を代表する主産

地を形成している。 

また，倉橋町のハウストマトのように高い品質評価を得て生産額を伸ばしている作物もあり，今

後の生産振興のモデルとして期待されている。 

現在の呉市の農業に求められることは，このような地域固有の特性を生かし，地域経済を多様に

支える産業としての自立的発展，農村が身近にあることで実現される豊かな生活・文化の創出の実

現への貢献である。 

一方では，農畜産物の輸入自由化と価格の低迷，担い手不足による農業従事者の高齢化と減少，

また，このことに伴う遊休農地の増大，更には，有害鳥獣（特にイノシシ）による農作物等への被

害など，農家を取り巻く環境は厳しさが増している。 

このような中，呉市では今後の農業振興の施策として，第１にもうかる農業の推進，第２に農業

の担い手の確保・育成，第３に農地の効率的な利用，第４に農業の多面的機能の維持の４つの柱に

より，農産物のブランド化や６次産業化の推進等，各種施策を展開していく。 
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１ 農家数           農林業センサス 

区分 

農家数（単位 戸） 

総数 
自給的 

農家 
販売農家 

平成 27年 2,970  1,793  1,177  

令和 2年 2,241  1,393  848  

旧呉市 814  653  161  

下蒲刈 140  78  62  

川尻 83  64  19  

音戸 140  135  5  

倉橋 177  106  71  

蒲刈 121  47  74  

安浦 390  250  140  

豊浜 133  25  108  

豊 243  35  208  

２ 農業経営体                           農林業センサス 

区分 

農業経営体実人数（単位 人） 経営耕地規模別農業経営体数 

総数 男 女 30a未満 30～50a 50～100a 100a以上 

平成 27年 3,080  1,511  1,569  202  478  481  196  

令和 2年 2,031  1,088  943  175  346  322  141  

旧呉市 414  223  191  7  92  50  16  

下蒲刈 196  116  80  40  27  26  5  

川尻 38  23  15  - 10  8  1  

音戸 19  13  6  - 1  4  2  

倉橋 188  103  85  13  16  29  22  

蒲刈 195  101  94  33  35  28  10  

安浦 308  161  147  6  70  53  11  

豊浜 220  112  108  38  38  49  8  

豊 453  236  217  38  57  75  66  

 (注)農業経営体実人数の平成27年数値は2015農林業センサスにおける販売農家世帯数の数値 

(注)該当数値のないものは「–」と表記している。 

３ 経営耕地（ha）                                     農林業センサス 

区分 

総農家の 

経営 

耕地 

面積 

農業経営体の経営耕地面積 

面 積 

総合計 

田 畑 樹園地 

総面積 総面積 総面積 

平成 27年 1,085  775  229  71  475  

令和 2年 772  580  149  67  364  

旧呉市 203  89  68  17  4  

下蒲刈 46  41  0  1  40  

川尻 22  10  8  1  1  

音戸 24  9  2  1  6  

倉橋 66  63  5  40  18  

蒲刈 51  52  0  1  51  

安浦 123  77  66  6  5  

豊浜 63  63  - 0  63  

豊 174  176  - - 176  

 (注)１ha未満のものは「０」，該当数値のないものは「–」と表記している。 
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４ グリーンヒル郷原 
グリーンヒル郷原は,「自然の中で行う宿泊研修や農業体験を通じて市民の健全な心身の育成を図

ること」,「農作物の研究や農業技術の指導を通じて農業振興に寄与すること」を目的として整備さ

れました。 

小さなお子様をもつ家族連れや，年配者の方々等多くの市民に利用されています。 

わんぱく広場（遊具）・ひょうたん池・芝生広場・市民農園など，植物にふれ，風に耳を傾け，土

に親しむなど，ふだん忘れがちな自然の素晴らしさを肌で感じられる施設です。 

 

〇 所在地   呉市郷原野路の里２丁目３番１号 

〇 開園年月  平成５年４月 

〇 主要施設 

香りの館（宿泊・研修施設・レストラン・売店）・バーベキューハウス 

芝生広場・わんぱく広場・多目的広場・ゲートボール場 

農業試験研究施設・市民農園・体験農園 

〇 利用状況（令和５年度） 

一般来園者  ７３，２５０人 

宿泊者     ４，７４９人 

 

５ 畜  産 
畜産農家戸数は年々減少しており飼料の高騰などで厳しい経営を強いられている。 

 

〇 家畜などの飼育状況（令和６年４月１日現在） 

肉用牛    ４６頭 

乳用牛    ８０頭 

蜜 蜂   ７５９群 
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６ 農業委員会   
委員数19人・呉市農地利用最適化推進委員数20人（令和６年４月１日現在） 

 

農地移動の状況（Ｒ５. １月～Ｒ５.12月） 

○ 農地法第３条関係処理状況（農地の権利移動） 

（単位 ： 件， ａ） 

 

○ 農地法第４条関係処理状況（農地の転用） 

（単位 ： 件， ａ） 

  

年 次 

  

取 扱 件 数 

許 可 及 び 届 出 件 数 

件  数 
面                                 積 

田 畑 計 

R元 38 38 55 76 131 

2 32 32 62 66 128 

3 39 39 34 52 86 

4 33 33 70 61 131 

5 35 35 189 27 216 

 

○ 農地法第５条関係処理状況（農地の転用に伴う権利移転及び設定） 

（単位 ： 件， ａ） 

  

年 次 

  

取 扱 件 数 

許 可 及 び 届 出 件 数 

件  数 
面                                 積 

田 畑 計 

R元 166 166 751 334 1085 

2 127 127 511 317 828 

3 120 120 484 236 720 

4 127 127 559 286 845 

5 116 116 482 159 641 

 

○ 農地法第１８条関係処理状況（農地賃貸借の解約） 

（単位 ： 件， ａ） 

取 扱 件 数 

許 可 及 び 届 出 件 数 

件  数 
面                                 積 

田 畑 計 

2 2 0 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  許     可     件     数 

取 扱 件 数 
件   数 

面                         積 

 田 畑 計 

69  69  361  245  606 
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◎ 林  業 
 
市域の５６％に及び１９６㎢にわたって分布する森林の保護及び造林に努めている。 

 

１ 所有区分別林野 
（単位：ha） 

国有林 

民有林 

合計 公有林 
私有林 計 

市有林 その他 計 

2,517 1,825 533 2,358 14,746 17,104 19,621 

R5.10 広島県林務関係行政資料による 

 

２ 森林の保全 
 

市有林管理事業 
市有林の整備，維持管理等を行い，森林の有する公益的機能の維持等を図

る。 

ふれあいの森管理事業 
灰ヶ峰ふれあいの森における樹木の保育及び恵下山公園，火山，空海展望台

等の維持管理を行い，緑を楽しむ空間を維持する。 

自然休養施設管理事業 
レイクパーク本庄，桂浜，蒲刈ウォーキングセンター，一峰寺公園，野呂山

等訪れる人に安らぎを与える自然休養施設の維持管理を行う。 

松くい虫防除事業 
松くい虫の被害拡大の防止や危険防止のため，被害木の伐倒，薬剤の地上散

布，樹幹注入を行う。 
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◎ 水  産 
呉市は，多くの島々と長い海岸線を有しており，海域は狭隘ながら複雑な地形や潮流のもと県内

でも有数の好漁場に恵まれ，小型底引網，刺網，釣を中心とした多様な漁船漁業と静穏な内湾域を

中心にカキなどの養殖業が営まれている。 

市内の漁業生産量及び生産額ともに広島県内の約５分の１を占め，広島県における漁業の中心的

な位を占める。 

しかし，藻場や干潟の減少などによる漁場環境の悪化等による漁業資源の減少や漁業者の高齢化

により漁業生産量は，減少傾向を示している。 

本市では，魚礁設置，藻場造成等により，漁場の整備，改良に努めるとともに，稚魚放流を行い，

水産資源の維持，培養と生産力の向上を図り，また，漁港及び各種近代化施策を整備して，漁業経

営の安定と合理化に努めている。 

 

１ 呉市の水産業の状況 
○ 漁業団体   １４協同組合 （R6.4.1現在） 

○ 漁 船 数   １，４３５隻 （R5.12.31現在） 

○ 主な漁業種類別経営体数（H30漁業センサス） 

年 次 総  数 底びき網 刺 網 
釣・ 

はえなわ 
船びき網 

その他 

の漁業 
海面養殖 

30 616 89 75 275 14 96 67 

○ 海面漁業主要漁業種類別漁獲量の推移（農林水産省海面漁業統計調査）         

単位：トン 

年 次 総  数 底びき網 刺 網 
釣・ 

はえなわ 
船びき網 

採貝・ 

採藻 

その他 

の漁業 

26 2,876 263 162 492 － 236  － 

27 2,788 256 175 436 － 268  － 

28 2,704 288 168 396 － 322  － 

29 2,603 261 160 364 － 311 54 

30 2,269 283 177 246 － － － 

○ 海面養殖業主要魚種別生産量の推移（農林水産省海面漁業統計調査）  

単位：トン 

年 次 総  数 
かき類養殖 

その他 
殻付換算 (むき身) 

26 29,503 29,452 5,326 51 

27 25,928 25,835 4,672 93 

28 23,035 22,966 4,153 69 

29 23,695 23,577 4,263 118 

30 24,832 24,633 4,454 199 

  ※（農林水産省海面漁業統計調査）の市町村別調査は令和元年度以降廃止となった。 
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２ 水産振興対策（令和５年度実績） 
(1) 稚魚放流事業 

放 流 魚 種 放 流 尾 数 放    流     場    所 

クルマエビ 88,000 阿賀・下蒲刈町・音戸町・倉橋町地先 

ギ  ザ  ミ 104,000 吉浦・下蒲刈町・音戸町地先 

ヒ  ラ  メ 117,000 

吉浦・阿賀・広・仁方・下蒲刈町 

川尻町・音戸町・倉橋町・安浦町・蒲刈町 

豊浜町地先 

ガ  ザ  ミ 88,250 
吉浦・阿賀・広・仁方・下蒲刈町 

音戸町・倉橋町地先 

オニオコゼ 65,500 
吉浦・阿賀・広・仁方・下蒲刈町・川尻町 

音戸町・倉橋町・安浦町・豊浜町地先 

カ サ ゴ 60,000 
吉浦・広・下蒲刈町・川尻町・音戸町 

蒲刈町・安浦町地先 

キ ジ ハ タ 18,300 
吉浦・広・仁方・下蒲刈町・音戸町 

倉橋町・豊浜町地先 

ア サ リ 250,000 吉浦地先 

マコガレイ 8,000 吉浦・音戸町地先 

ナ マ コ 7,500 音戸町地先 

 
(2) 中間育成事業 

   事業量       マダイ  64万尾（中間育成期間 50日） 

   実施場所      呉市豊浜町地先（山崎地区） 

 
(3) 飼付け事業 

   事業量       マダイ   ６万尾（飼付け期間 35日） 

   実施場所      呉市阿賀町地先（冠崎船だまり内） 

   事業量       マダイ  32.5万尾（飼付け期間 30日） 

   実施場所      呉市豊浜町地先（山崎地区） 

 

(4) 漁場保全事業 

   事業量       海底清掃   実施面積 3.8k㎡ 

   実施場所      呉市広町地先水域 

   事業量       海底清掃   実施面積 0.75k㎡ 

   実施場所      呉市下蒲刈町地先水域 
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◎ 地方卸売市場 
 地方卸売市場は，「卸売市場法」及び「県条例」に基づいて県知事の許可により開設される市場

のことで，生活に欠くことのできない生鮮食料品を産地から集荷し，公正な価格を決定し，消費者

に安全な食料品を安定して供給する拠点としての役割を果たしている。 

 呉市は全国で１１番目に中央卸売市場として開設し，平成２０年４月１日から市場再編により地

方卸売市場に転換した。 

 また，平成２４年度から指定管理者制度を導入している。 

 

１ 市 場 概 要 

 所    在    地  呉市光町15番１号 

 開    設    者  呉 市 

 開  設  認  可  昭和25年５月15日 

 業  務  開  始 

 

 

 

 

 旧市場 昭和26年１月20日 

 現市場 昭和57年７月26日（青果） 

          昭和59年２月24日（水産） 

          平成20年４月１日（地方卸売市場へ転換） 

     平成24年４月１日（指定管理者制度の導入） 

 総  事  業  費  約38億円（用地費を含む） 

 取  扱  品  目  青果物，水産物 

 

２ 施 設 一 覧 

  敷地面積  ５０，５２１㎡ 

  駐 車 場  １２，３６８㎡（５７６台） 

                                                  （単位：㎡） 

施     設 面    積 摘       要 

卸   売   場  

（うち青果部低温卸売場） 

仲   卸  売  場 

（買荷保管・積込所） 

倉       庫 

冷   蔵   庫 

加   工   所 

関  連  商  品  売  場 

管  理  事  務  所 

卸 売 業 者 事 務 所  

関 係 業 者 等 事 務 所  

附   属  店  舗 

守   衛   所 

ゴ ミ 集 積 所 

屋   外  便   所 

福  利  厚  生  施  設 

   7,685  

    （196） 

   4,433  

  （1,182） 

   1,379  

   1,665  

     405  

   2,923  

   1,121  

   2,159  

     443  

     470  

      38  

     120  

      66  

     428  

 青果 5,477，水産 2,208 

 

 青果 12店舗 

 青果 925，水産 257 

 倉庫棟 12室，水産棟内 １室 

 

 

 ８店舗 

 

 青果 1,483，水産 676 

 

 食堂 

 

 コンテナ置場 

 ３カ所 

 会議室，仮眠室 
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３ 業種別業者数 
Ｒ６．４．１現在 

区     分 卸売業者 仲卸業者 売買参加者 買 出 人 関連事業者 

青 果 部
         社 

１ 

社 

６ 

社 

 ８４ 

人 

３２ 

社 

－ 

水 産 物 部         １ － １２７ － － 

関 連 一 種         － － － － １０ 

関 連 二 種         － － － －   ６ 

計 ２ ６ ２１１ ３２ １６ 

 

４ 使 用 料（規則額） 
Ｒ６．４．１現在 

種       別 金             額 

卸 売 業 者 市 場 使 用 料
                 その月の卸売金額の1,000分の2.16に相当する額に卸売

場面積１平方メートルにつき月額96円を加えた額 

青果部低温卸売場施設使用料                 １平方メートルにつき月額        724円 

仲 卸 業 者 市 場 使 用 料
                

 条例第48条第２項ただし書の規定により許可を受けて買

い入れた物品のその月の販売金額の 

1,000分の2.16に相当する額に仲卸売場面積１平方メート

ルにつき月額800円を加えた額 

 

関連事業者       

市場使用料       

 

関 連 商 品      

売 場      
１平方メートルにつき月額       607円

 

金 融 機 関        〃           862円 

そ の 他             〃           694円 

関 係 業 者 事 務 所 使 用 料                      〃           607円 

精 算 事 務 所 使 用 料                      〃           607円 

そ の 他 事 務 所 使 用 料                      〃           931円 

倉 庫 使 用 料                      〃           483円 

加 工 施 設 使 用 料                      〃            607円 

水 産 １ 号 冷 蔵 庫 使 用 料                一 式 月 額         404,176円 

水 産 ２ 号 冷 蔵 庫 使 用 料                一 式 月 額         350,033円 

水 産 製 氷 庫 使 用 料                一 式 月 額         267,003円 

生けす用給排水設備使用料  一 式 月 額          62,586円 

会議室使用料
        

大 会 議 室       １回（３時間以内）につき      880円 

小 会 議 室       １回（３時間以内）につき      703円 

   ○使用料収納状況  収納額  74,040千円（令和５年度） 
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５ 種類別取扱高 
                            （単位：トン，千円） 

区  分
 

Ｒ３ 年 度 Ｒ４ 年 度 Ｒ５ 年 度 

数 量 金  額 数 量 金  額 数 量 金  額 

野   菜 10,470 2,331,599 9,859 2,310,567 9,188 2,240,599 

果   実 2,431 757,175 2,087 715,355 1,737 703,439 

水 産 物 865 1,018,108 792 1,095,980 699 980,352 

計 13,766 4,106,882 12,738 4,121,903 97,979 3,924,390 
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